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令和３年１０月１日  

 

 各部（局）長・会計管理者   殿  

 

                         企画財政部長  

 

令和４年度予算編成方針について（依命通達）  

 

【月例経済報告（令和３年９月）】  

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状

況にある中、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポ

が弱まっている。先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン

接種を促進する中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が

持ち直していくことが期待される。ただし、内外の感染症の動向、サプラ

イチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに十分注意する必要

がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。  

 

【新型コロナウイルス感染症の感染状況と経済への影響】  

令和３年度における新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、令和

３年夏頃から変異株（デルタ株）への置き換わりが急速に進んだことから、

大都市部を中心に急速な増加が見られ、やがて大都市部以外にもこの状況

が拡大し、重症者数も急速に増加した。  

国は、新規陽性者数や医療提供体制の逼迫等の状況を踏まえ、緊急事態

宣言等を発令し、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、酒類を提供

する飲食店等に対する休業要請、大型商業施設に対する営業時間の短縮・

入店者数の制限、イベントの開催制限等人流の抑制を最優先にした対策が

講じられ、社会経済活動が制限されることとなった。  

このような状況の中で、内閣府が令和３年９月に発表した令和３年４～

６月期の国内総生産（ＧＤＰ）２次速報値は、物価変動の影響を除いた実

質ＧＤＰが前期比０．５％増（年率換算１．９％増）となり、２期ぶりの

プラスとなったが、令和３年４～６月は東京都や大阪府などに緊急事態宣

言が発令されていたことから、景気回復力は力強さに欠けるものとなった。  

また、ＧＤＰの５割超を占める個人消費は０．９％増で、やや持ち直し、
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企業の設備投資は２．３％増で、先送りしていた投資を再開する動きが見

られた。  

 

【国の令和４年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針】  

「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（令和３年６月１８日閣議

決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月

１５日閣議決定）で示された「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、手

を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組むこととし、歳出全般にわた

り、平成２５年度予算から前年度当初予算までの歳出改革の取組を強化す

るとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予

算の中身を大胆に重点化する。  

 

【東京都の令和４年度予算の見積方針】  

財政環境の先行きを見通すことが困難な中にあっても、財政対応力を確

保しつつ、都政に課された使命を確実に果たすことで、希望ある未来を切

り拓いていく予算と位置づけ、次の三点を基本として編成する。  

第一に、「感染症の脅威」など大きな危機を克服し、より強靭で持続可

能な都市へと進化する「サステナブル・リカバリー」を実現するため、大

胆な発想で果敢に取組を進めていくこと。  

第二に、社会変革に適応した制度や仕組みへの抜本的な見直しを進める

とともに、事業の見直しを一層強化し施策の新陳代謝を促すことにより、

将来にわたる財政の対応力を堅持すること。  

第三に、東京２０２０大会に向けて築き上げてきた数々の取組を都市の

レガシーへと発展させ、都民の豊かな生活につなげていくこと。  

 

【本市の令和２年度普通会計決算概要】  

令和２年度の普通会計決算は、新型コロナウイルス感染症対策事業とし

て、市民、事業者に対する支援や感染拡大防止対策、ワクチン接種体制の

確保等に取り組み、これらの事業費が約８７億５，５００万円となったこ

とから、過去最大規模となった。  

歳入の根幹をなす市税収入は、令和元年度に引き続き２年連続で増加し

たものの、法人市民税は、新型コロナウイルス感染症による企業収益への

影響等もあり、２年ぶりに減少した。  
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市債残高は、これまで臨時財政対策債の発行可能額のほぼ全額を借り入

れてきたことから、累増している状況にある。  

歳出では、義務的経費が、扶助費等の増加により１６０億円台に達し、

増加傾向が続いている。  

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、地方消費税交付金の増加等に

より令和元年度と比較して２．９ポイント減の９２．４％（臨時財政対策

債等を除く比率は３．３ポイント減の９８．７％）となった。指数は改善

したものの、適正水準とされる７０～８０％の値を大きく超えていること

から、財政構造の弾力性が失われ、行政需要の変化等に適切に対応するた

めの財源確保が困難な状況にある。  

 

【予算編成の基本方針】  

令和３年９月９日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において

「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」が決定さ

れ、ワクチン接種の進捗や中和抗体治療の定着を含めた標準的治療の普及

により、病床が逼迫する状況がこれまでよりも生じにくくなっていくこと

が考えられ、感染対策と日常生活の回復に向けた取組の両立が可能となる

ことから、一定の条件の下で、緊急事態措置区域等における様々な行動制

限を段階的に縮小・見直しする基本的考え方が示された。今後、これが実

行されることになると、社会経済活動の正常化が進み、コロナ禍前の状態

に近づくことが予想される。  

一方で、緊急事態宣言等の長期化による社会経済活動への影響により、

今後の景気動向は予断を許さない状況にあり、感染症が経済・財政に与え

る中長期的な影響は、未だ不透明である。  

これらのことを踏まえると、現時点では、市の財政環境の先行きを見通

すことは困難な状況にある。  

令和４年度予算は、このような状況にあっても、財政の健全性を堅持し

つつ、「第五次長期総合計画」に掲げる将来都市像や「第二期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に掲げる基本目標の実現に向け、諸施策に取り

組むとともに、「ウィズ・コロナ」、「ポスト・コロナ」を見据えながら

市民の負託に応える施策を推進することを基本方針として、次の重点課題

に優先的に取り組むこととする。  
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第一に、本市の最重要施策であり、実現に向け着実に進展している「多

摩都市モノレールの市内延伸」について、「モノレール沿線まちづくり構

想」に掲げる「沿線の将来像」等を踏まえ、重点施策を中心に調査・検討

を加速し、構想で示した方向性や施策の具体化を促進すること。  

第二に、「子どもを大切にする」という視点に立ち、安心して子どもを

産み育てることができる社会の実現や未来を担う子どもの安心の確保のた

めの環境づくりを進めるとともに、感染症対策と健やかな学びの保障の両

立を図り、子育て世代に選ばれるまちづくりを推進すること。  

第三に、気候変動の影響から近年激甚化する豪雨やいつ起こるかも知れ

ない大規模地震など自然災害への備えをはじめとした安全・安心で強靭な

まちづくりを推進すること。  

第四に、将来にわたって持続可能な行財政運営を実現するため、行政改

革に引き続き取り組むとともに、行政評価の結果を踏まえた施策の新陳代

謝を促進し、デジタル技術活用の視点を踏まえた市民サービスの向上と業

務の効率化を推進すること。  

以上の基本方針を踏まえ、下記事項に留意の上、令和４年度予算の編成

に当たられたい。  

この旨、命によって通達する。  

 

記  

 

１  基本的事項  

 ⑴  令和４年度の財政は、厳しい状況が継続することも予想されること

から、市の行う全ての施策及びその実施体制について、厳しい視点で

必要性、有効性を見極め、必要な見直し・再構築を確実に行うこと。  

 ⑵  新規施策及びレベルアップ施策については、スクラップ・アンド・

ビルドの観点から、既存事業の見直し・再構築を併せて行うこと。ま

た、原則として終期を設定し、後年度負担も十分考慮すること。  

 ⑶  既存施策については、効果的な感染症対策を講ずるとともに、最少

のコストで最大のサービスが提供できるよう創意工夫を凝らすこと。  

 ⑷  各種補助金等については、行政評価の結果や補助金等交付基準を踏

まえ、補助対象団体等との役割分担、費用対効果、補助率の適正化な
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どの観点から、個々の事業ごとに十分に精査・検証し、積極的に見直

すこと。  

 ⑸  職員定数については、「第七次定員適正化計画」に基づき、現在の

水準を維持していくことを基本とし、民間活力の導入や多様な任用形

態の活用等により、簡素で効率的な執行体制を構築すること。  

 

２  歳入  

 ⑴  市税については、これまでの徴収努力により、１０年連続で収納率

が向上しているが、令和４年度は不透明な経済情勢の下、収納率への

影響が懸念されることから、収納率の維持・向上に向け、引き続き徴

収努力を行い、収入の確保を図ること。  

 ⑵  分担金・負担金及び使用料・手数料については、負担の公平性の確

保と受益者負担の原則に立ち、既定方針に基づき見直しを行うこと。  

 ⑶  国庫支出金及び都支出金については、国及び東京都の施策の方向性

や予算の動向等を的確に把握し、最大限確保すること。  

 ⑷  市債については、今後の残高の推移に十分留意しつつ、地方交付税

措置のある市債（臨時財政対策債を除く。）については、財源確保の

観点から積極的に活用すること。  

 

３  歳出  

 ⑴  政策的経費については、「第五次長期総合計画  ④実施計画」に基

づき、所要額を見積もること。また、事業費の更なる精査と財源の確

保に努めること。  

 ⑵  義務的経費については、今後とも高齢化の進展や行政需要の拡大に

伴い増加が見込まれるが、施策の抜本的な見直しや業務の効率化を進

め、伸び率の抑制に努めること。  

 ⑶  経常的・定型的経費については、原則として令和３年度の予算額の

範囲内（ゼロシーリング）で過去の決算額等を踏まえ、所要額を見積

もること。  

 ⑷  職員の時間外勤務手当については、引き続き１億円キャップ制を設

定すること。また、職員の健康管理の観点も踏まえ、一丸となってそ

の実現に努めること。  
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４  特別会計  

  国民健康保険事業特別会計については、赤字削減・解消のため、「国

保財政健全化変更計画」に基づき、その他の特別会計については、一般

会計との経費負担区分、特別会計設置の趣旨を踏まえ、財政健全化を推

進すること。  

 

５  公営企業会計  

  下水道事業会計については、公営企業会計の適用により得られた情報

を活用し、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に取り組むとと

もに、計画的で安定的なサービスを提供するため、「公共下水道事業経

営戦略」に基づき、定期的に下水道使用料を見直すこと。  

 


